
カ ン トの 自由 論

超越論的 自由 と実践的 自由

山 下 和 也

カ ン トの批判哲 学 におい て自由論 は非 常 に大 きな意味 を もって いる。 「私が 私の行

為 において 自由で あるか、 あるい は他 の存 在者 と同様 に 自然 と運命 の糸 に導 かれ てい

るか」 とい う問い を、 「全 ての理性 の努 力が最 終的 にその内で結合 しなければな らな

い最終 目的」 に関わ る問 いの一 つ に数 えてい る程 である(B491)。 に も拘 らず 、カ

ン ト哲学 にお いて最 も問題が多 い と考 え られ るの もまたそ の 自由論 なので ある。特 に

顕著 な例 と して、 『純粋 理性批 判』 にお いて カ ン トは、超越論 的 自由 と実践 的 自由 と

い う二 つの概念 に よる自由の解 明 を試 みるのだが 、その際 、両者の 関係 について互い

に矛盾 する と しか思 われない ような二 つの記述 を してい る。 『純粋理性 批判 」の弁証

論 では 「超越論 的 自由の廃 棄 は同時 に全 ての実 践的 自由 を抹殺 す る」(B562)と 断

言 した上 で 、自由の現 実性 の証 明不可 能を主張 してい るのに対 し、方法論 では 「超越

論 的自由への 問いは思弁 的知 にのみ関 わ り、実践 的な ものが 問題 である場合 、全 くど

うで もよい もの と して避 け てお くことが で きる」(B831f.)と し、 「実践的 自由 は経

験:によって証 明可能 である」(B830)と す ら明言す るの である(1)。

方 法論 の記述 が弁証論 を前提 してい る にせ よ、カ ン トの態度 の違 いは明 らかであ ろ

う。その上、 方法論 での この言 明 は、以 後の カン トの著作 では見 られな くなる。それ

では、超 越論 的 自由 と実 践的 自由 は実 際に はい かなる関係 にあるの だろ うか。 そ して

弁証論 と方法論 で カン トの態度 に大 きな違いが生 じるこ とにな ったのは なぜ なのか 。

この問題 に回答 を与 えるのが本論 の 目的であ る。 また、 それ によってカ ン トの 自由論

が 内包 す る問題 点 も明確 になって来 る と思 う。
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まず、超越論 的 自由 とはいか なる もので あるかが解 明 されね ばな らない 。カ ン トが

この問題 を扱 うの は弁 証論 の純 粋理性 のア ンチ ノミーの章 で あ り、特 に第三 ア ンチ ノ

ミーにおい てであ る。ア ンチ ノミーは定立 と反 定立の二つ の命 題 を含 む。第三 ア ンチ

ノ ミーの定立 は 「自然 の法則 に従 う原 因性 はそ こか ら世界 の現象が総 じて導 出 され得

る唯一の原 因性 で はない。 なお 、 自由に よる原 因性 を現象 の説明 のため に仮 定す るこ

とが必然 的 であ る」(B472)と い うものであ る。 こ こでカ ン トは 自由 を 「その原 因

が さらに他の先 行す る原 因に よっ て必然 的 な法則 に従 って規定 される ことな く、そ れ

に よって何 かが生 じる ような原 因、即 ち 自然法則 に従 って経過す る現象 の系列 を自 ら

始 ある原 因 の絶 対 的 自発 性(absduteSpontaneitat)」(B474)と して定位 し、 これ

を超 越論的 自由 と名付 ける。カ ン トは定立 についての註 で直ち に、 これが意志 の 自由

の問題 につ なが るこ とを示 唆 してい る。

続 いて、第 三ア ンチ ノ ミーの反定立 の方か ら超 越論 的 自由 を見 てみ よう。反 定立 は

自由を否定す る立場 であ る。 ここでまず 自由は、定立 と同様 に 「状態 とそ の結 果の系

列 を端 的 に始 め る能力 」(B473)と して定 義 される。そ の場合 、因果性 そ の もの まで

も端 的 に始 まる こ とにな り、先 行す る状 態 との恒常的法則 による結合 が失 われて しま

う。か くて、力 学的 な第一始源 が 、先行 す るその原 因 といか なる因果連 関 ももた ない

こ とにな るか ら、超越論 的 自由は 因果法 則 に反 してお り、それ に関 して経験 の統一 は

不可 能で あ る。 したが って 、そ れ はいか な る経験 の 内 に も存 しな い 「空 虚な 思惟物

(einleeresGedankending)」(B475)に 過 ぎない。

ここで重要 なの は、 「超越論 的 自由が因果法則 に反す る」 とい う主張で ある。 これ

はただち に 「自然 の法 則か らの 自由(独 立)」 と言い換 え られ、 自然 と超越論 的 自由

とは合 法則性 と無 法則性 で あるかの ように区別 され る。演繹 論の結論 か ら、 自然 法則

は、特殊 法則 を除 けば、 カテゴ リーに由来す るか らアプ リオ リで あ り、現象 に関 して

は厳密 な普 遍性 と必然 性 をもつ 。 こう した法則 に基 づ く 「現 象 の無制約 的 な必然性

を自然必 然 性(Naturnotwendigkeit)と 呼ぶ こ とがで きる 。」(B447)こ う して、自然

法則 か らの独 立 と定位 され た超 越論 的 自由 は、 自然 必然性 の対立概念 となる。 まとめ

る と、超 越 論 的 自由 は絶 対 的 自発 性 と自然 必然性 か らの独 立 とい う二 つの 意味 を も

つ 。また、 カ ン トの批 判哲学 におい て超 越論 的 自由が どの ように位 置付 け られるか と

い う問題 につ いて は後 で詳述す る。
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カ ン トの 自 由論

II

カ ン トにとって 自由 は 「道 徳 と宗教 の礎石」(B494)の 一 つで あ り、む しろ実践的

意 味が大 きい。人 間の実践 に関わ る 自由 は実践 的 自由 と呼ば れる。今 度 は、実践的 自

由の概 念 とは どの ような ものであ るか を明確 に しな ければな らない。

弁証論 にお けるカ ン トの定 義 によれ ば、 「実践 的 意 味 で の 自由 とは、感性 の衝動

に よる強 制 か らの選 択意志(Willkiir)(2)の独立 」(B561f.)で ある。感性 だけで人 間の

行為 を説 明 し尽 くす ことはで きないので あって、 「人間 には感性 的衝動 に よる強 制か

ら独立 に 自ら(vonselbst)自 身を規定す る能力が備 わってい る。」(ibid.)こ の能力 こ

そ実践 的 自由の 能力 に外 な らない。第二版 の序 言 では、 「傾 向性 の あ らゆる要求 に抗

する義務 の明 瞭な提示 が 自由の意識 を引 き起 こ さね ばな らない 」(Bxxxllf.)と され 、

感性 や傾 向性 か らの独 立が実践 的 自由の重要 な契機 で ある ことが見 て取れ る。

カ ン トの実践 的 自由の意味 はそれだ けでは ない 。カ ン トは、感性 や傾 向性 といった

経験 的な制約 か らの独 立 を自由の消極 的な側面 と見、 もう一つその積 極的 な側 面 と し

て 「出来事 の系 列 を 自ら始 める能力」(B582)を 考 えてい る。そ れはまた、 「理性 に

よっての み表 象 される動機 に よって」(B830)選 択意志 を規 定す る 「理性 の原 因性」

である。特 に 『実践理 性批判 」 にお いて、 自由 に関す る この二 つの側面 の区別が発展

した形で詳論 されてお り、そ こで は 「法則の全 ての質料(即 ち欲求 され る客 観)か ら

の独立」 を消極 的意 味 での 自由 、 「純粋 な 、その もの と して実 践 的な理 性 の 自 己 立

法(Gesetzgebung)」 を積極 的意味 での 自由 としてい る(V33)。

ここで言 う積極 的意味 での実践 的 自由は、超 越論 的 自由の絶対 的 自発性 の特殊形 態

と考 え られ る。 それ では実践的 自由の消極 的側面 は どうだ ろ うか。

『道徳 形而上学 原論」 にお けるカ ン トの定義 では、 「欲求 能力の感覚 への依存 は傾

向性 と呼ばれ る。」(lvr413A皿1.)結 局 、カ ン トが 自由 と対 立 させ ているの は感 覚的

欲求 なので ある。 『純粋 理性批判 』の 方法論 では、 自由な選 択意志 と 「感性 的衝 動 に

よってのみ、即 ち 感性 受 動 的(pathologisch)に のみ規定 され得 る」 「動 物 的 な 選択

意志(arbitriumbrutum)」(B830)と を対立 させ てい る。それ は さらに、 「肉体(Kor-

per)は 思惟 の原 因では な く、思惟 の単 に制 限的 な制 約で あ り、即 ち感性 的で 動物 的

な生 を促進す る もの であ るが 、それ だけ に また純粋 で精神 的 な(spirituell)生 の障 害

と見な される」(B807)と いう発想 につなが ってい るが、 こう した発想が、精神的 な
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もの と肉体 的 な もの とを対 立 させ る、古代 ギ リシ ァとキ リス ト教 の双 方 に 由来 する

ヨーロ ッパの伝統 的思想 の文脈 の内にあ るこ とは言 う まで もない。

しか しなが ら、カ ン トの思想 は単 純 な精神 と肉体 の対 立 とい う図式 に止 まって はい

ない。 カ ン トは傾 向性 や欲求 といった感性的 な もの に特 別の位置付 け を与 えてい る。

「選択意志 はそれが 感 性 受 動 的 に(感 性の動 因に よって)触 発 される限 りで は感 性

的 であ り、感性 受 動 的 に 強 制 され うる場合 は 動 物的(tierisch)・と呼 ばれ る。 … も

し感性界 の全 ての原 因性が 自然 で しかな いな ら、あ らゆる出来事 は他 の 出来事 によっ

て時間の内 で必然的法 則 に従 って規 定 され るであろ う。 そ こで は現象 はそれが選 択意

志 を規 定す る限 り、全 て の行為 をそ の 自然 的 な結 果 と して必然 化 して しまわね ばな ら

ないだろ う。」(B562)つ ま りカ ン トは、感性 的 な ものはそ れ以外 の 制約 が無 けれ

ば、必 然性 を もつ 自然 法則 に従 い 、決 定論 に支配 され ると考 えてい る訳 で ある。外 的

現象が外 的感官 を触発 するの は感 性界 の事象 であるか ら、 カ ン トは感覚 を 自然現象 の

一 つ として必然 的法則 に支配 される もの と見 ているので ある
。カ ン トの感覚理解 が非

常 に生 理学的 である こ とは 『人 間学 」の記述 な どか らも推 測 される(3)。それ ゆえ に カ

ン トは、 「自然必然 性 は作 用原 因の他律 で あった」(IV446)と 言い 、 「法則 と結合

した欲求 の客 観 に外 な らない意欲 の質料が 、実践的法 則の内 にその可 能性 の制約 と し

て入 り込 む と、 そ こか ら選 択意志 の他律 、即 ち何 らかの衝 動や傾 向性 に従 う自然法則

への依存 が生 じる」(V33)と 主張す るので ある。

先 に実 践的 自由が 超越論 的 自由 と同 じ く絶対 的 自発性 とい う契機 をもつ こ とを見た

が、以上 の分析 か ら、実践 的 自由が感性的 な ものか らの独 立 とい う形で 、超越 論的 自

由の もう一つの契機 で ある 自然必然性 か らの独 立 という性 格 を ももつ ことが 明 らかに

な った。 つま り、超越 論的 自由 と実 践的 自由は絶 対的 自発性 と自然必然 性 か らの独立

とい う二 つの要件 を共通 に もって いるので ある。

皿

ここまでは超 越論 的 自由 と実 践的 自由の概 念 をそれぞ れ独 立 に内容 の面か ら解 明 し

て来 た。 この 章で は、カ ン トが両者 の関係 を どの ように考 えていた か、特 に、弁証 論

で 「自由の実 践的概念 は 自由 の超 越 論 的 理念 に基 づ く」(B561)と カ ン トが言 うの

はなぜ か を明 らか に しなけ ればな らない。
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カ ン トの 自由 論

弁証論 にお ける カン トの 自由論 には一 つの基本 的な戦略が ある。そ れは、現象 と物

自体 を区別す る超 越論 的観念論 に よって、 自由 と自然 必然性 の両方 を救 お うとす る も

のであ る。 『純 粋理性 批判』 の第二版 で は既 に序 文 にお いて こう した戦略 を取 る こと

が宣 言 されている(4)。カ ン トはそれ をどの ように実行 してい るか。

「空 間あるい は時間の内 で直観 される もの 、つ ま り我 々 に可能 な経 験の あ らゆる対

象 は、現象す なわ ち単 な る表象 に外 な らない。そ れ らは 、延 長体 あるい は変化 の系列

として表象 される よ うな仕方 で は、我 々の思考 の外 に、 自体的 に根拠 づ け られた実在

を もた ない。 この教 説 を私 は超越 論 的観 念 論(dertranszendentaleldealism)と 名付 け

る。」(B518f.)カ ン トは超 越論 的観 念論 を 「宇宙論 的弁証論解決 の鍵」 と呼ぶが 、

その要点 は次 の点 にあ る。 「経験 の 対象 は 決 して そ れ 自体 そ の もの と して は与 え

られず 、経験の 内で のみ与 え られ、そ の外 には全 く実在 しない。」(B521)つ ま り超

越 論的観念論 は、経 験的観念 論 と異 な り、現象 の客観 的実在性 を否定す る もの ではな

く、現象 の我 々へ の与 え られ方 に限定 を加 え、経験 の内で与 え られ得 る もので ある現

象 と与 え られ得 ない ものであ る物 自体 を厳格 に区分 する ものなので ある。 この 区別は

超越論 的 自由 に とって どの ような意味 を もつか。 カ ン トは演繹論 におい て、四 つのカ

テ ゴ リーの前二者 を数学 的(mathematisch)、 後二者 を力学的(dynamisch)と 区分 し

ていた 。四つの ア ンチ ノ ミーはそれぞ れがカテ ゴ リー に対応 してお り、第三ア ンチ ノ

ミーが 対応 す るの は三番 目の関係 の カテ ゴ リーで ある。 さ て、第 一、第ニ ァ ンチ ノ

ミーは数学的 カテ ゴ リー に基づ き、そ こでは制約 はその部分 であ る被 制約者 と同種 的

となる。つ ま り、被制約 者が現 象で あるな ら、 制約 もまた現象 でなけれ ばな らない。

他 方、力学 的カテ ゴ リー による第三 ア ンチ ノ ミーは制約 と被 制約者 が異種的 であ るこ

とを許容す るゆ えに、 「感性 的 制約の力学 的系 列 は、系列 の部 分 ではな く、 単 に可

想 的 な もの と して 系列 の外 に存 す る異種 的制約 を も許容す る。」(B558)

現象の系列 の外 に存 す る、つ ま り現象 で ない現象の制約 とは何 であ ろうか。上述 の

超越 論的観念 論 に従 って、 「現 象が 実際そ れであ る所 の もの以上 に、つ ま り物 自体 と

して は見 な されず 、経験的 法則 に従 っ て結合 する単 なる表象 とされる な ら、現象 はそ

れ,自身 、現象 で ない根拠 を もたね ばな らない。」(B565)こ の根 拠 は 「可 想的原 因」

とも呼 ばれるが 、結 論 と して は物 自体 に外 な らな い。 『プロ レゴメ ナ』 では もっ と明

確 に 「この現象 の根 拠 を含 む もの 、単 に現象 と してでな く、物 自体 そ の もの と して認

識 され得 る存在 者 」(IV354)と 記 述 されて いる。 カ ン トに よれ ば、物 自体 である現
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象 の この原 因 は、その 因果性 に関 して 、それ 自身現象 によっ て制 約 され ない。 ただ

し、そ の結 果 は現象 す るか ら、当然他 の現象 に よって規 定 され るこ とがで き、か くし

て 「結 果 はその可想的 原 因に関 しては自由、 しか し同時 に現象 に関 しては 自然 の必 然

性 に従 う現象 か らの帰結 と見 な され得 る。」(B565)

さらにカン トは対象 の原 因性 に関 して 「可 想 的性 格(intelligiblerCharakter)」 と可

感的であ る 「経験 的 性 格(empirischerCharakter,)」 とを区別 し、前者 を物 自体 の、後

者 を現象の性格 とす る。 同一 の主観の働 きが 、その経験的性格 に関 しては 「現象 と し

て、因果結合 に従 う規 定の全 法則 に従 属 し、その限 り、感性界 の部分 に外 な らず、そ

の結 果は他 の全 ての現象 と同様 に、自然 か ら不 可避的 に発 出す る」(B568)が 、同時

に可想 的性格 に関 しては 「感 性の あ らゆ る影響 と現象 に よる規定 を免 れね ばな らず 、

ヌー メ ナ であ る限 りの主 観 の内で は何 も生 じない し、力 学的 時 間規 定 を要 する いか

なる変化 も、従 っ て原 因 と しての現象 とのいか なる結合 も存 しない か ら、 この活 動的

存在 者 は、 その限 り、 そ の働 きにお いて 、感性界 の内 にの み見 い だ される もの と し

ての全て の自然 必然性 か ら独 立で あ り、自由 となる 。」(B569)要 す る にカ ン トは、

自然 必然性 を現象 の、 自由を物 自体 の性 質 とす る ことで、 自然必然性 と自由を両立 さ

せ ようとす るので ある。特 に カン トの場合 、先 に論 じた通 り、 自由 と対立す る 自然 必

然性 が 、現象 に関 して は、カテ ゴ リー によってア プ リオ リに、つ ま り必然性 と厳 密な

普遍性 を もって妥 当す るの で 、 「現象 が物 自体 であれ ば、 自由 は救 われな い 」(B

564)か ら、自由は現 象 な らざる もの 、つ ま り物 自体 の性質 と して しか有 り得 ない こ

とにな る(5)。

それ では、超 越論 的 自由 が物 自体 の性質 である ことが いか に して実 践的 自由 を基礎

づけるの であろ うか 。カ ン トは方法論 で 「感性的衝 動か ら独 立 に、即 ち理性 に よって

のみ表 象 さ れる動 機 に よっ て規定 され得 る 選択意 志 は 自由 な選 択 意 志(arbitrium

liberum)で あ る」(Bs30)と 断言す る。つ ま りカ ン トは、実践的 自由を理性 に基 づ く

自由 と考 えている のであ る。 さて、 「人間 はそれ 自身一方 で は勿論現象 で あるが、他

方で は、つ ま りある種 の能力 に関 しては単 なる可 想的対象 で ある。なぜ な ら、 この対

象 の働 きは感性の 受容性 には数 え入 れ られ ないか らである。」(B574f.)こ の能力 は

悟 性 と理性 で あるが、 カ ン トは経験 か ら完全 に独立 である理性 に重 点 を置 く。結論 か

ら言 えば、カ ン トは、人 間の理性 が もつ原 因性 に、理性 のみ に注 目した場合 の可想 的

性格 とその結果が 現象 である とい う面か ら見 た経験 的性格 を区別 して、前者 に自由の
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可能性 を認 め る。 つ ま り、先 述の 超越論 的 観念論 を人間理 性 に適 用 してい るので あ

る。理性 や人 間の選択意志 は経験 的性格 を もち、 した がって 「現象 にお ける人 間のあ

らゆる行為 」 もまた経験 的性 格 を もつ。 当然 「この経験 的性格 に関 して自由 は存在 し

ない。」(B578)と ころが 同 じ行為 を理性 に関 して実践 的な見地 か ら吟味 してみ る

と、 「そ こで は、 自然 の経過 に従 えば生 じ、その経 験 的根 拠 に従 えば必然 的に生 じ

ね ば な らなか っ た全 て の こ とがお そ らくは生 起 す べ き で は なか った 」 ので あ り、

「時 に我 々 は理性 の理念 が現象 として の人間の行為 に関 して現 実 に原 因性 を示 した こ

と、行為 が経験 的原 因で な く理 性の根拠 によって規 定 されたゆえ に生 じた ことを見い

だす 、少 な くと も見 い だす と信ず る 。」(ibid.)留 保 がつ い ている のは 、 これが認識

不可 能な可想 的性格 の事柄だ か らである。ただ し可想的 な ものの本性 か ら して、 「純

粋理性 は、単 なる可 想 的能力 と して時 間形式 に 、従 って時 間経過 の制約 にも従 わな

い。」(B579)よ って理性 の内 に存 する制約 は感 性的 でな く、経験 的 に無 制約で有 り

得 る し、現象 の系 列 の外 に(可 想的 な ものの 内に)存 す る ことになる。

か くて人 間の行為 は時 間関係 を度外視 す れば純 粋理性 の可想的性格 の直接 の結果 で

あって、外 的、内 的な時 間的 に先行す る根拠 に よっ て力学 的 に規 定 され ない、即 ち自

由であ る とい うことが結論 され る。つ ま り、 「超越論 的 自由の廃 棄が実践 的 自由を抹

殺 す る」 とは、 カ ン トが実 践的 自由の源泉 であ る理性 を現象 の 自然 的秩序 に従 わない

可 想的、物 自体 的 な もの と考 えてお り、理性 の 自由の可 能性 を認 める には、その前提

と して物 自体 の性 質 として の超越 論的 自由 が一般 的 に担保 され て いなけれ ばな らな

い、 とい うことなので ある。

ただ し、カ ン ト自身が繰 り返 し注意 している ように、 「我 々は これ に よって我 々の

感性界 の現象 の原 因 を含 む一 つ の 能力 と して の 自由 の現 実 性 を問題 に しよう と した

の ではな い」 し、 「さ らには 自由の 可 能 性 を証 明 しよう としたの で もない 。」(B

586f.)少 な くと も 『純粋理性 批判』 にお けるカ ン トの立場か らは、物 自体 に属す る性

質 につ い て、理論 的認識 はその現 実 性を問:題にす る ことが 原理 的 にで きな いので あ

る。 したが って、弁証論 にお ける カン トの結論 は、 「この ア ンチ ノ ミーが単 なる仮 象

に基づ くこ と、 自然 と 自由 か らの 原 因性が 少 な くと も矛 盾 は し な い こ と、 これ が

我 々が 成 し遂 げ得る 唯一の こ とだった」(B586)と い う非常 に消 極的 で 、謙抑 な も

のに止 まらざる を得 ないの である。
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ここまでの分析 をま とめ る と、 カ ン トは、超越論 的 自由 と理性 に基 づ く実践 的 自由

の双 方 に、絶対 的 自発性 と自然 必然性 か らの独立 とい う二 つの契機 を認め、理性 を物

自体 的な もの と見 て、現象 と物 自体 を区別す る超越論 的観念論 によって 自由の可 能性

を保証 しよう と試 み ている。 その場合 、超 越論的 自由が物 自体 の性質 として の自由 を

一般 的 に担保す る ことで
、や は り物 自体 的性質 である実践 的 自由の存在可 能性 を確 保

す るこ とにな る。

以上が 『純粋理性 批判』 にお けるカ ン トの 自由論 の概 観で ある。 しか し、カ ン トの

こう した主張 には大 きな問題 があ る。 それが最 も明確 に現 れ るのは、 帰責(lmputa-

tion)に つ いての カ ン トの 考 え方で あろ う。 カ ン トは 「自由の超 越論 的理念 は …

行 為の帰責可 能性 の本 来的根 拠 と しての行為 の絶対的 自発 性の全 内容 を形成 する 」(B

476)と 考 えてい る。悪 意 ある虚言 とい う例 を挙 げ、そ の動機 を経験的 な性 格、例 え

ば悪 い教育や社 会、気 質の邪 悪 さや無 思慮、軽率 さな どに求 め るこ とも、 自然 的結果

を規定す る原 因系 列 の探 求 として一応認 め るが 、す ぐ後 に 「過去の 制約の系列 を生起

しなかった もの と して、 この行為 を以前の状態 に関 しては全 く無制約 な もの として見

るこ とがで きるので あ り、そ れはあ たか も行 為者が行 為 に よって全 く自 ら経過 の系列

を始 めるが ご とくで ある」(B583)と 切 り返 す。それは、行為 を規定 する もの の根 拠

が 時間の内 に、 しか も過去 の状 態 の内 に存 す るな らば、 「存在 者 の原 因性 の規 定 根

拠 は、そ の現 存:在が 時 間の 内で規 定可 能 である限 り、常 に過去の 時 間の必然 化 的諸

制約 に従 い 、それ らは主観が行 為 すべ き場合 で も もはや 彼 の意 の ま ま に は な ら な

い 」(V96)か らで ある。 カ ン トがい わゆる心理学 的(psychologisch)自 由 を 「一度

ゼ ンマ イを巻 け ぼ自 ら運動 してい る ような焼 き串回転機 の 自由に過 ぎない」(V97)

として否定 す るの も同 じ理 由 による。つ ま り、虚言の ような意図 的行 為が非難 される

場合 、我々 はこの非難 を、理性 が あ らゆ る経験的 制約か ら独 立 にそれ独 自で行為 を規

定 しうる とい う前 提 に基 づ くもの と考 えざ るをえ ないの で あって 、そ れゆ え にこそ

「行為 は彼 の可 想的性格 に帰せ られ 、彼 は今 、嘘 を言 った瞬間 におい て全 面的 に罪 を

得 たので あるO従 って理性 は行 為の全 ての経験的 制約 に も拘 らず、完全 に自由だった

の であ り、行為 は全 く理性の怠 慢 に帰せ られ るべ きなの である。」(B583)

要 す るにカ ン トは、我 々が行 う帰責 は超 越論的 自由の意 味での 自由に基 づ くと考 え
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て いる訳で ある。 『レフ レクシ ォン』 では 「行為 は 自由 な選 択意志 か ら生 じた と見 な

され得 る限 りで帰責 される」(7131,X王X255)と 明言 してい る。この ことには問題 はな

い 。 ところが 、我 々 は現実 に誰か に対 して帰責 を行 っているので あ り、 とす るな ら帰

責 する相手 をやは り現 実 に自由 な もの と考 えていな ければな らない。帰責が 関わ る 自

由を実践的 自由 と呼 ぶな らば、実践 的 自由 は帰責 され る人間の現実 的、事実 的性 質 と

考 え られね ばな らないの である。

これ に対 し、カ ン ト自 身が強調 してい る よ うに超 越論 的 自由 は超越論 的 理念 であ

る。超 越論 的理 念 とは、 「それ に一致 す る対象 が感官 におい て与 え られ得 ない必然 的

理性概 念J(B383)で あ り、 もとも とは理性推論 、つ ま り三段論法 の形式か ら生 じる

「所与 の被 制約 者 に対 す る制約 の 総 体性 の概 念 に外 な らない。」(B379)

「前者[純 粋理性]は 悟性概 念 の使 用 におけ る絶対 的総体性 のみ を保持 し、 カテ ゴ

リーの 内で患惟 されてい る綜 合統 一 を端 的な無制約者 にまで もた らそ う とす る。 した

がって 、カテ ゴ リー が表現 す る統一 が悟 性 統 一 と呼 ばれる ように、[理 性 に よる]

この統 一を現象の理 性 統 一 と呼ぶ こ とがで きる。」(B383)理 性 が直接 関わ るの は対

象 で はな く、悟性 の使 用 のみで ある。 また、理性推理 、つ ま り三 段論法 とは制約 、被

制約の 関係 に立つ判 断の系列 で あ り、所与 の認識 に対 す る制約 、根 拠の側 への前推 論

の 「上 昇 系 列 」 と、被 制約 者 の側 へ の後推 論 の 「下 降系 列 」 とが 区別 されるが 、

「認識 が被 制約者 と見 な され る場合 、理性 は上昇 の線 にお ける制約の系 列 を完結 した

もの 、その総体性 に関 して与 え られた もの と見 な さざ るを得 ない。」(B388)理 性統

一 とはこれで あ り
、結局 、超 越論 的理念 とは悟性が形 成す る判 断系列 の、制約 の側 で

の絶対 的総体性 に外 な らない。

ここまでの記述 か らわか るよ うに、超越論 的理念 はその成 立 に際 して客 観へ の関係

を一切 もってお らず 、純 粋理性 と純粋悟性 とい う主観の働 きのみ に根差 してい る。 カ

ン トが 弁証論 で試み てい るのは、 「我 々の理性 の本 性か らの理念 の主観的 な導 出」(B

393)な の である。超 越 論的 自由の理念 の場合 で言 う と、 「理性 は所与 の被 制約者 に

つ いて(そ の 下で悟性 が全 ての現象 を綜 合的統 一 に従属 させる)制 約の側 で絶 対的総

体性 を要求 し、それ に よっ てカテ ゴ リー を超 越論 的理念 にする。」(B436)つ ま り、

「超越 論的理念 は本来無 制約者 に まで拡大 され た カテ ゴリー に外 な らない」(ibid..)

のだが、 「所与 の結果 に対 する原 因の系列 を提示 す る因果性の カテ ゴ リー」(B441)

は被 制約者 であ る結果 か ら制約で ある原 因へ と上昇 し、理性 統一 に よって 「現象 の成
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立の絶対的完全 性」(B442)と い う超越論 的理念 を生 じる。そ して、 「生 じた こ との

1制約 は原 因 と呼 ばれ、現象 にお ける無制約 な原 因性 は 自由 と呼 ばれ る」(B447)の で

ある。 よって、超越論 的 自由の理念 も、 因果性 の カテ ゴ リー と理性統 一 とい う主観 内

部 の働 きの み に基づ き、理性 がそれ を もつ こ とは必然的 である にせ よ、何 らかの客観

へ の直接的 関係 を一切 もってい ない。

換 言す れば、理念 であ る超越 論 的 自由が何 らかの客観 の性質 である ことは全 く考 え

られてい ないので ある。 班で論 じた ように、超越 論的 自由は、現象 が 自然法 則 に支配

されてい るか ら、消去 法 で、存 在す るな ら物 自体 の性 質 と して である と推論 された に

過 ぎず、物 自体 の性 質で ある と証 明 された訳 ではない 。主観 的 に形成 される 自由 の超

越論 的理念 とい う単 なる概念 と、物 自体 とい う客 観が超越論 的意味 で実際 に 自由 であ

る とい う事態 は全 く別 で ある。前者 は主観の 思惟 可能性 の問題 、後 者 は物 自体 の存在

様態 の問題 であるか ら。 カ ン ト自身、純粋 理性 の理想 の章 で、あ る ものの概念 がその

実在 とは無 関係 で ある ことを強調 している。 とす るな ら、人間の現実 的性 質 と見 なさ

れねば な らない実践 的 自由の可能性 の根 拠 とな り得 るのは、理性 の主観的働 きによっ

て導 出 され る超 越論 的 自由 の理 念 ではな く、 自由の超越論 的理念が指 向す る、物 自体

の現 実的性 質であ るべ き自由の方 であろ う。 カ ン トは理念 、即ち概念 と しての 自由 と

事態 としての 自由 を簡単 にす り替 えている と言 わざる を得 ない。実践 の問題 を主題 と

す る方法論 でカ ン トが 超越論 的 自由の主観 性 を無視 す る ような態度 を取 り、経 験 に よ

る 自由の現実性 の証 明を主張 す るこ とにな ったの もこの ためで はないだ ろうか。

V

超越論 的 自由 と実践的 自由の 間に は、 カ ン トが主張 す るよう に、絶対 的 自発性 と自然

必然性 か らの独 立 とい う共通 の契 機 に よる平行的 関係 は存す るであ ろう。 しか し、概

念 的に物 自体 の性 質 としての み想定可 能な主観的 理念 に過 ぎない前者 が、物 自体 の事

実 的性 質であ るはずの後 者の実在可 能性 を基礎づ ける とい う垂 直的 関係 を考 えるの は

無理 があ る。カ ン トは超 越論 的 自由の 理念の主観性 を強調 してい なが ら、思惟可 能性

か ら実在 可能性へ と飛躍 してい るので ある。で は、カ ン トはなぜ この よ うな無理 をす

るこ とになったのだ ろ うか。推 測の段 階だが、第 一に、 カン トに とって 自由 は何 よ り

物 自体 の性質 でな ければな らなか った か らであ り、第二 に、その結果 、物 自体 の認 識
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を禁 ずる分析論 の結論 に よって認識不可 能 となる 自由 について 、そ れで も少 な くと も

理念 的 に思惟 する こ とが可能 、 とい う よ り必然 的で なければな らなか ったか らで はな

いだ ろ うか。 さ もな くば、 自由 につ いて語 るこ とす ら不可 能 になって しまう。即ち カ

ン トに とって 、弁 証論 の論述 とは逆 に、 自由 はまず物 自体 の性 質 なのであ り、次 に理

念 による それ につ いての 思惟 が来 る と考 え られる のであ る 。カ ン トの 自由論 の もつ

様 々な問題 点 、結 局 自由の不可知 論 に陥 らざ るを得 ない こ と、物 自体へ の 因果性 カテ

ゴ リー適用の是非 、 いわゆ る悪へ の 自由 と自律 の 自由の矛盾 な どは、全 て ここに由来

す ると考 え られ る。当然 、 カン トが なぜ その ような形の 自由論 を取 らねば な らなか っ

たかが解 明すべ き次の課題 となるが、そ の追及 は別 の機会 に譲 る。
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本 論文 中、カ ン トの文献 か らの引用 、参照 はアカデ ミー版全集 の巻号 と頁 数で表 す。

ただ し、 「純 粋理性 批判」 か らの 引用 は慣例 に従い 、第二版 をBで 表 す。

(1)シ ュバ イ ツァー も両者 の矛盾 に注 目し、方法論 の記述 は 「判 断力批 判」 にお け る

自由論 につ なが る もの と解釈 してい る。

AlbertSchweitzer,DieReligionsphilosophieKarats ,Freiburg,J.C.B.Mohr,1899.

(2)『 純粋 理性批判 』で はWillkiirとWilleの明確 な 区別 は ないが 、 「道 徳の形而 上学』

で は、両者 ははっ き り区別 されてい る。

(3)AnthropologieinpragmatischerHinsicht,Vd143-158

(4)「 同一 の意志が現象(可 視 的行為)に お いて は自然 法則 に必然 的 に従 い、その 限

り 自由 で ない と考 え られるが、 しか し物 自体 に属す る もの と見 な され るな ら、

自然法則 には従 わ ない 、即 ち 舳 であ る と考 え られる。」(B㎜)

(5)自 由 を物 自体 の性 質 とす る この考 え方 は、若 干の意 味付 けの変化 はある ものの 、

基 本的 にはカ ン トによって最晩年 に至 るまで保 持 された と言 って よい 。例 え ば、

「単 なる理性の 限界 内 におけ る宗教 」(1793)に おい て も、自由 と関 わる悪 の問題

につい て、カ ン トは 「可 想的性格」 と 「経験 的性格」 とを区別 して、 自由 に基 づ

くとす る悪 の本質 を前者 に見て いる し(VI36f.)、 『道徳 の形而上学 』(1797)で

も、可想 的な もの と感性 的な もの とい うこの区別 は維 持 されてい る。(VI435)さ

らに後の 『論理 学」(1800)に おい て も、自由は超感性 的原理 とされて いるの であ

る。(IX68)
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Kants Freiheitslehre 

  

- die transzendentale Freiheit and die praktische Freiheit

Kazuya YAMASHITA

 In,, Kritik der reinen Vernunft" ist das Freiheitsproblem ein wichtiges Thema. Kant leitet in 

der transzendentalen Dialektik von der Kategorie der Kausalitat and der Einheitsfunktion der 

reinen Vernunft die transzendentale Idee der Freiheit ab and beweist, daB die transzendentale 

Freiheit and die praktische Freiheit alle beide zwei Momente d.i. die absolute Spontaneitat and 

die Unabhangigkeit von der Naturnotwendigkeit enthalten. Dazu unterscheidet Kant die 

Erscheinung von dem Ding an sich auf Grund des transzendetalen Idealisums and versucht, 

die Freiheit dadurch zu retten, daB die Freiheit als dem Ding an sich zugehorig angesehen 

wird. Fur Kant ist die praktische Freiheit eine Beschaffenheit der reinen Vernunft, and er 

betrachtet die Vernunft als dem Ding an sich ahnlich. Aber, weil er zugleich behauptet, daB 

die Freiheit der Grund der Imputation ist, muB die praktische Freiheit eine wirkliche Eigenschaft 

der menschlichen Vemunft sein. Trotzdem betont Kant, daB die Idee der transzendentalen 

Freiheit keine Beziehung auf irgendein Objekt hat. Also ist es unmoglich, da die Idee der 

transzendentalen Freiheit, wie Kant sagt, die praktische Freiheit begrundet. Kant verwechselt 

die Idee der transzendentalen Freiheit mit der transzendentalen Freiheit als einer Beschaffenheit 

des Dings an sich. Ich denke, die verschiedenen Probleme der Freiheitslehre Kants entspringen 

aus diesem Punkt.
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